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第 ６ 章 指定事業者及び責任技術者のしくみ 

 
東京都２３区内における排水設備の新設等の工事は、管理者の登録を受けた排水設備工

事責任技術者(以下「責任技術者」という）を選任している東京都指定排水設備工事事業者 

（以下「指定事業者」という）でなければ行ってはならない。

本章では、指定事業者と責任技術者の制度と手続を取り扱う。 

 

第１節 指定事業者 

 【解説】 

指定事業者制度の目的は、管理者が、指定を受けようとする事業者（法人又は個人）から

の申請により、排水設備工事について専門技術を有し、かつ、関係法令や規程等を遵守する

ことができる事業者を指定することで、適正な排水設備工事が施行されるようにすることを

目的とする制度である。 

 

【解説】 

（1） 概要 

指定を受けようとする者は、必要書類を提出し、審査により指定の要件が確認され

ると、指定を受ける。また、当局が特に必要と認めた場合は店舗調査を行うことがあ

る。 

なお、指定の有効期限は、指定を受けた日から4年を経過する日の属する年度の末日

までとなっており、更新手続を行わない場合は有効期限をもって指定の効力が失効す

る。 

指定事業者として新規指定した場合には、東京都下水道局ホームページに掲載し都民へ周知す

る。 

１ 指定事業者とは 

排水設備の新設等の工事を施行するにつき、下水道管理者（以下「管 

理者」という）の指定を受けた事業者（法人又は個人）を指定事業者という。 

(条例第7条) 

指定事業者は、下水道に関する法令及び条例その他管理者が定めるところに従い、排

水設備の新設等の工事の施行にあたらなければならない。(条例第7条の５) 

２ 指定事業者の指定 

指定は管理者ごとに行っており、２３区内で施工するためには東京都下水道局長の指

定を受ける必要がある。 
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（2） 指定の要件（条例第7条の3） 

① 都の区域内に事業所があること。 

②  下水道局に登録している責任技術者を事業所ごとに１名以上選任（※注）している

こと。 

③  指定を受けようとする者（法人にあっては、その代表者）が以下のいずれにも

該当していないこと。 

（ア）精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

（イ）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（ウ）条例の規定に基づく届出がなされていない排水設備の新設等の工事を施行した

者であって、当該事実のあったときから２年を経過していない者 

（エ）条例の規定に基づき指定を取り消されてから２年を経過しない者 

（オ）その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者 

※注 

選任とは、指定事業者が行う業務に従事している状態のことをいい、下請け等

の者は含まない。指定事業者が複数の事業所を有する場合、都の区域内における

事業所の業務を兼任させることを妨げない。 

 

（3） 指定事業者証の交付（条例第7条の4） 

指定事業者として指定した場合には、東京都指定排水設備工事事業者証（以下「指

定事業者証」という。）を交付する。 

指定事業者証は事業所内に掲示し、他人に譲渡又は貸与してはならない。また、指

定事業者証をき損又は紛失したときは、再交付の申請をしなければならない。 
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【解説】 

変更等の届出が必要な場合とは、以下のとおりである。 

なお、下記①、②の変更については東京都下水道局ホームページに掲載し都民へ周知す

る。 

① 事業所の商号、名称又は所在地を変更したとき。 

② 代表者の氏名を変更したとき。 

③ 住居表示、電話番号、メールアドレスに変更があったとき。 

④ 選任する排水設備工事責任技術者に異動があったとき。 

⑤ 排水設備工事事業を廃業するとき。 

 

【解説】 

以下のいずれかに該当する指定事業者に指定の取消し又は効力の停止等の処分をす

ることがある。 

① 条例の規定に基づく届出がなされていない排水設備の新設等の工事を施行したとき。 

② 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。 

③ 条例第７条の３第１項に規定する指定の要件（都の区域内に事業所があること、責任技

術者を事業所ごとに１名以上選任すること）を欠くに至ったとき。 

④ 条例第７条の３第２項第１号又は第２号（精神の機能の障害により排水設備の新設等の

工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで

きない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者）に該当するに至ったとき。 

※法人の場合は代表者 

⑤ その施行する排水設備の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与える

おそれが大きいとき。 

３ 変更等の届出 

指定事業者は、指定の内容に変更等があった場合、変更等があった日から３０日以内に

届出を行うことが義務付けられている。 

４ 指定の取消し又は効力の停止（条例第7条の6） 

指定事業者には、指定の取消し又は効力の停止等の処分をすることがある。処分を受

けた指定事業者は、下水道局長へ指定事業者証を提出しなければならない。 
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第２節 責任技術者 

【解説】 

責任技術者制度は、管理者又は指定試験等機関が実施する排水設備工事責任技術者資格

試験（以下「資格試験」という）に合格した者を設計施工に関して一定水準以上の技術が

あると認め、その者に排水設備工事に関する技術上の管理を行わせることを目的とした制

度である。 

責任技術者は、排水設備工事を施行するにあたり、関係法令等を遵守し工事の設計、

施工管理を行うとともに、工事に従事する者の安全を確保する役割がある。 

また、常に一定の技術水準を確保し、技術の進歩に速やかに対応することが求められ

ている。 

 

【解説】 

（1） 概要 

責任技術者の登録を希望する者は、必要書類を提出し、審査により登録の要件が確認さ

れると、責任技術者として登録される。 

なお、登録の有効期限は、管理者又は指定試験等機関から与えられた資格の有効期限と

同一であり、登録を更新する場合は、資格の更新講習終了後、登録更新の申請を行わなけ

ればならない。 

 

（2） 登録の要件（条例第7条の8） 

①  資格試験に合格した者又は更新講習を修了した者に与えられる資格を持っている

こと。 

② 登録を受けようとする者が、以下のいずれにも該当しないこと。 

（ア）精神の機能の障害により排水設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たつ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

（イ）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（ウ）条例の規定に基づく届出がなされていない排水設備の新設等の工事を施行した 

１ 責任技術者とは（条例第7条の7） 

責任技術者とは、排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理を行うにあたり、管理

者の登録を受けた者のことをいう。 

２ 責任技術者の登録 

責任技術者として排水設備工事に関する技術上の管理を行うためには、資格試験に合格

した後、登録を行わなければならない。 
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者であって、当該事実のあったときから2年を経過しない者 

（エ）その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者 

（オ）条例の規定に基づき登録を取り消されてから2年を経過しない者 

 

（3） 責任技術者証の交付（条例第7条の9） 

責任技術者として登録した者には、排水設備工事責任技術者証（以下「責任技術者

証」という。）が交付される。 

責任技術者は、排水設備工事に従事するときは、常に、資格者証と責任技術者証を一

緒に携帯し、提示の要求があった場合には、提示しなければならず、他人に譲渡又は貸

与してはならならない。 

なお、紛失又はき損した場合には、再交付の申請をしなければならない。 

 

【解説】 

変更等の届出が必要な場合とは、以下のとおりである。 

① 住所若しくは住居表示又は電話番号に変更があったとき。 

② 氏名に変更があったとき。 

また、登録の抹消についても、申請を行う必要がある。 

 

【解説】 

以下のいずれかに該当する責任技術者には、登録の取消しまたは効力の停止等の処分

をすることがある。 

① 第七条の三第二項第二号又は第七条の八第五項第一号（精神の機能の障害により排水

設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者）に該当

するに至ったとき。 

②  条例に違反する排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理をするおそれが

３ 変更等の届出 

責任技術者は、登録の内容に変更等があった場合、変更等があった日から３０日以内

に届出を行うことが義務付けられている。 

４ 登録の取消し又は効力の停止 

責任技術者には、登録の取消し又は効力の停止等の処分をすることがある。処分を受

けた責任技術者は、下水道局長へ責任技術者証を提出しなければならない。 
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あり、又は管理をしたとき。 

③ 偽りその他不正な手段により責任技術者の登録を受けたとき。 

 

第３節 指定事業者・責任技術者の申請及び届出様式 

【解説】 

(1) 指定事業者 

以下の各種申請・届出を行う場合は、事業者規程（参考資料Ⅱ）に定める様式を用いる。 
 

申請・届出の種類 使用する様式 

新規指定の申請 第１号様式 

指定更新の申請 第２号様式 

指定事業者証再交付の申請 第３号様式 

商号又は名称、所在地、代表者名、電話番号、メールアドレ
スの変更の届出 

第４号様式 

責任技術者の選任又は選任解除の届出 第５号様式 

廃業の届出 第６号様式 

指定要件確認の届出 第６号様式の２ 

 

(2) 責任技術者 

以下の各種申請・届出を行う場合は、事業者規程（参考資料Ⅱ）に定める様式を用いる。 
 

申請・届出の種類 使用する様式 

新規登録の申請 第７号様式 

登録更新の申請 第８号様式 

責任技術者証再交付の申請 第９号様式 

住所、住居表示、氏名、電話番号の変更の届出 第１０号様式 

登録抹消の届出 第１１号様式 

登録要件確認の届出 第１２号様式 

 

様式及び必要書類並びに申請方法の詳細については、東京都下水道局ホームページを参照

のこと。 

 

１ 申請手続等 

指定事業者及び責任技術者に関する各種申請・届出は、東京都指定排水設備工事事

業者規程（以下「事業者規程」という）に定める様式と必要書類を添えて行う。 
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＜指定事業者＞ 

新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第二本庁舎２９階南側

下水道局施設管理部排水設備課 指定事業者担当 

電 話 ０３（５３２０）６５８２ 直通 

 

＜責任技術者＞ 

千代田区大手町二丁目６番３号 銭瓶町ビル内 

東京都下水道サービス株式会社 

東京都下水道局責任技術者受付担当 

電 話 ０３（３２４１）０８１８ 直通 

２ 問い合わせ先 

指定事業者及び責任技術者に関する問い合せ先は以下による。 


